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株主代表訴訟に対する当社の対応についてのお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年 6月 24 日付の開示資料で、当社株主である株式会社ウィークリーセンターより、当

社取締役等に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟を提起された旨をお知らせいたしましたが、当該株

主代表訴訟に対する当社としての対応を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．補助参加の決定 

      当社は、本日開催の取締役会で、当社が、被告（当社取締役等８名）側へ補助参加することを 
決定いたしました。 
また、本日開催された監査役会においても、当社が補助参加することにつき、監査役全員が同 
意しております。 

 
２．補助参加する理由 
   今回の株主代表訴訟で問題とされているのは、取締役の個人的な権限逸脱行為ではなく、当社 
   としての業務執行の適法性であります。 
   そして、当社では、取締役の行為が適法であることを前提として業務執行がなされ、これに基 

づいた法律関係も形成されているところ、訴訟の結果が今後の当社の業務執行及び法律関係に 
影響を及ぼすおそれがあるため、当社として被告（当社取締役等８名）側に補助参加すること 
を決定いたしました。 

 
（ご参考） 
  当該株主代表訴訟の概要 
（１）原告 

     株式会社ウィークリーセンター  代表取締役 和田 明彦  

 

（２）被告 

     当社代表取締役社長 佐藤 進助、当社専務取締役 八木橋 勝司、 

     当社元取締役 １名、当社元取締役（故人）の相続人 ５名 

 

（３）訴えの概要 

        当社が行っている下水道工事の施工に関連して当社が都市技建株式会社に対して行った資金支 

援、及び、当社が新規事業として取組んだ IP 携帯電話開発会社への出資等の行為が当社に損害 

を与え、これらの行為が取締役としての善管注意義務違反行為及び忠実義務違反行為に該当す 

るとして、被告（当社取締役等８名）に連帯または一部連帯して当社に対して合計３億円を 

賠償するよう求めたものであります。 

 

以上 


